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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　被験者の呼気中のアセトン濃度を検出するアセトン濃度検出手段と、
　少なくとも前記アセトン濃度が上昇し始める時点において、前記被験者に対して加えら
れている運動強度を算出する運動強度算出手段と、
　前記運動強度算出手段によって算出された、前記アセトン濃度が上昇し始める時点にお
ける運動強度をＶ（％）とした場合、Ｖ－２０（％）～Ｖ＋４０（％）の範囲にある運動
強度を、前記被験者に対して加える最適運動強度として規定する最適運動強度規定手段と
、を備えることを特徴とする運動強度規定装置。
【請求項２】
　前記最適運動強度規定手段は、Ｖ－６．５（％）～Ｖ＋３０（％）の範囲にある運動強
度を、前記被験者に対して加える最適運動強度として規定するものであることを特徴とす
る請求項１に記載の運動強度規定装置。
【請求項３】
　前記被験者が運動選手か否かを判定する判定手段を備え、
　前記判定手段によって前記被験者が運動選手であると判断された場合には、前記最適運
動強度規定手段によって、下記１）に記載の運動強度が前記最適運動強度として規定され
、
　前記判定手段によって前記被験者が運動選手でないと判断された場合には、前記最適運
動強度規定手段によって、下記２）に記載の運動強度が前記最適運動強度として規定され
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ることを特徴とする請求項１に記載の運動強度規定装置。
　１）Ｖ－６．５（％）～Ｖ＋４０（％）
　２）Ｖ－２０（％）～Ｖ＋３０（％）
【請求項４】
　前記運動強度算出手段は、下記（１）式に基づいて、前記被験者に対して加えられてい
る運動強度を算出するものであることを特徴とする請求項１～３の何れか１項に記載の運
動強度規定装置。
　運動強度（％）＝酸素摂取量／（最大酸素摂取量－安静時酸素摂取量）×１００
　　　　　　　　　　　・・・・・・・・・（１）
【請求項５】
　前記運動強度算出手段は、下記（２）式に基づいて、前記被験者に対して加えられてい
る運動強度を算出するものであることを特徴とする請求項１～３の何れか１項に記載の運
動強度規定装置。
　運動強度（％）＝（運動時心拍数－安静時心拍数）／（最大心拍数－安静時心拍数）×
１００　　　　　　　　・・・・・・・・・（２）
【請求項６】
　請求項１～５の何れか１項に記載の運動強度規定装置と、
　前記最適運動強度が前記被験者に対して加えられた場合の、当該被験者における脂肪燃
焼率を算出する脂肪燃焼率算出手段と、を備えていることを特徴とする脂肪燃焼率算出シ
ステム。
【請求項７】
　前記脂肪燃焼率算出手段は、下記（３）式に基づいて脂肪燃焼率を算出するものである
ことを特徴とする請求項６に記載の脂肪燃焼率算出システム。
　脂肪燃焼率（ｇ／ｍｉｎ）＝最適運動強度負荷時における酸素摂取量（Ｌ／ｍｉｎ）×
酸素１Ｌあたりの熱量（ｋｃａｌ／Ｌ）×酸素１Ｌあたりの熱量に関与する脂肪の割合（
ｇ／ｋｃａｌ）
　　　　　　　　　　　・・・・・・・・・（３）
【請求項８】
　下記（４）式に基づいて算出された脂肪燃焼履歴を記録する記録手段を備えることを特
徴とする請求項６または７に記載の脂肪燃焼率算出システム。
　脂肪燃焼履歴（ｇ）＝脂肪燃焼率（ｇ／ｍｉｎ）×最適運動強度負荷時間（ｍｉｎ）
　　　　　　　　　　　・・・・・・・・・（４）
【請求項９】
　下記（５）式に基づいて、所望の脂肪量を燃焼させるために必要な運動時間を算出する
運動時間算出手段を備えることを特徴とする請求項６～８の何れか１項に記載の脂肪燃焼
率算出システム。
　運動時間（ｍｉｎ）＝所望の脂肪量（ｇ）／脂肪燃焼率（ｇ／ｍｉｎ）
　　　　　　　　　　　・・・・・・・・・（５）
【請求項１０】
　請求項１～５の何れか１項に記載の運動強度規定装置、または、請求項６～９の何れか
１項に記載の脂肪燃焼率算出システムを備えていることを特徴とする運動器具。
【請求項１１】
　前記最適運動強度に相当する負荷を、前記被験者に対して加える最適運動強度負荷手段
を備えることを特徴とする請求項１０に記載の運動器具。
【請求項１２】
　前記最適運動強度負荷手段が、エルゴメーター、トレッドミル、またはエアロバイクで
あることを特徴とする請求項１０または１１に記載の運動器具。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
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　本発明は、効果的に体脂肪を燃焼させるために被験者に対して負荷すべき運動強度を規
定し得る運動強度規定装置、脂肪燃焼率算出システムおよび運動器具に関するものである
。
【背景技術】
【０００２】
　従来から、呼気の成分を測定することによって、体脂肪の燃焼率が測定されている。更
に具体的には、単位時間に消費される酸素量と、単位時間あたりに排出される二酸化炭素
量とによって規定される呼吸商（ＲＱ）に基づいて、体脂肪の燃焼率が測定されている。
このとき、呼吸商は、下記式にて算出することが可能である。つまり、
　呼吸商（ＲＱ）＝（単位時間あたりの二酸化炭素排出量）／（単位時間あたりの酸素消
費量）
にて、呼吸商を算出することが可能である。
【０００３】
　酸素は肺胞から血中へ取り込まれ、その後、体内の細胞に分配される。それ故、呼気（
換言すれば、体外へ排出される気体）の酸素濃度は、吸気の酸素濃度よりも低くなる。当
該濃度差と一回の換気量との積が、血中へ取り込まれた酸素の量であり、通常では、この
値が体細胞へ供給された酸素の量と考えられる。勿論一回の呼吸によって血中へ取り込ま
れた酸素の量を、そのときの体全体の細胞における酸素消費量と規定するのではなく、数
分程の計測によって得られた値を酸素消費量として規定するのが一般的であるといえる。
なお、二酸化炭素排出量についても、酸素と同様に考えることが可能である。そして、こ
れらの酸素消費量と二酸化炭素排出量とに基づいて、呼吸商を算出することができる。
【０００４】
　呼吸商の値は、消費されたエネルギー源の種類を反映する。エネルギー源となり得る三
大栄養素としては、糖、脂質およびタンパク質を挙げることが可能であり、それぞれ、炭
素原子、酸素原子および水素原子などの構成原子の比率が異なっている。そのため、呼吸
の際に分解される栄養素の種類に応じて、消費される酸素と産生される二酸化炭素との割
合が異なる。
【０００５】
　体細胞全体にて特定の栄養素（糖質、脂質、またはタンパク質）が分解されているとき
、当該栄養素の分解反応と呼吸商とに関して、以下のような式が提唱されている。
・糖質　　　：Ｃ６Ｈ１２Ｏ６＋６Ｏ２→６ＣＯ２＋６Ｈ２Ｏ
　　　　　　　（ＲＱ＝１．００）
・脂質　　　：２Ｃ５７Ｈ１１０Ｏ６＋１６３Ｏ２→１１４ＣＯ２＋１１０Ｈ２Ｏ
　　　　　　　（ＲＱ＝０．７１）
・タンパク質：２Ｃ６Ｈ１３Ｏ２Ｎ＋１５Ｏ２→１２ＣＯ２＋１０Ｈ２Ｏ＋２ＮＨ３

　　　　　　　（ＲＱ＝０．８５）
　糖質の場合には、グルコースを代表的な糖質として考える。グルコースを構成する各原
子の数は、炭素原子６個、水素原子１２個、酸素原子６個である。糖質には酸素原子が多
く含まれており、少ない酸素消費量にて分解され得る。呼吸商は１．００であって、三大
栄養素中で最大の値になる。また、糖質は酸素の含有量が高いため、重量あたりの熱量は
４．１ｋｃａｌ／ｇとなり、三大栄養素中で最小の値になる。
【０００６】
　脂質の場合には、脂質を構成している脂肪酸に含まれる酸素原子が非常に少ない。それ
故に、脂質の分解には多くの酸素を必要とする一方で、酸素消費量の割には二酸化炭素の
産生量が少なくなる。その結果、呼吸商は０．７１であって、三大栄養素中で最も小さな
値になる。また、脂質は酸素の含有量が低いため、重量あたりの熱量は９．３ｋｃａｌ／
ｇとなり、三大栄養素中で最も大きな値になる。エネルギーを体内に保存する場合には、
脂質は最も適した栄養素であり、過食によって皮下に貯蔵され得る。
【０００７】
　タンパク質は糖質と脂質との中間的な特性を有し、呼吸商は０．８５であり、重量あた
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りの熱量は５．３ｋｃａｌ／ｇである。しかしながら、通常の状態では、タンパク質は呼
吸基質として利用されない。
【０００８】
　従来の呼吸商を利用した体脂肪の燃焼率の測定では、エアバッグを使用して呼気を採取
するとともに、高額な呼吸分析装置を用いて、排出される二酸化炭素の量および酸素消費
量を測定することにより体脂肪の燃焼量を測定していた。しかしながら、上述したように
、呼吸によって分解される栄養素の種類を規定しないと、呼吸商の値の意味付け（換言す
れば、本当に体脂肪が燃焼しているか否か判定すること）が困難であり、より直接的に体
脂肪の燃焼量を測定する必要があった。
【０００９】
　当該要求に応えるべく、呼気中のアセトン濃度を検出することによって体脂肪の燃焼率
を測定する装置が開発されている（例えば、特許文献１参照）。当該特許文献１に記載の
装置では、体内の遊離脂肪酸の燃焼過程で血中に放出されるアセトンが肺にて呼気中に拡
散されることを利用して、体脂肪の燃焼率を測定している。なお、呼気中の特定のガス成
分を分析するための装置が従来から公知であって、当該装置などを用いれば、呼気中のア
セトン濃度を測定することが可能である（例えば、特許文献２参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１０】
【特許文献１】特開２００１－３４９８８８号公報（公開日：２００１年１２月２１日）
【特許文献２】特開２００４－７７４６７号公報（公開日：２００４年３月１１日）
【非特許文献】
【００１１】
【非特許文献１】Journal of Applied Physiology, 2005 Jul;99(1):349-56.
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１２】
　しかしながら、上記従来の体脂肪燃焼率測定装置では、効果的に体脂肪を燃焼させるた
めに被験者に対して負荷すべき運動強度を規定することができないという問題点を有して
いる。
【００１３】
　例えば、特許文献１に記載の技術は、呼気中のアセトン濃度が高くなるほど体脂肪の燃
焼が進むとの仮説に基づいた技術である。それ故、当該技術に基づけば、効果的に体脂肪
を燃焼させるために、被験者に対して、できるだけ強い運動強度を負荷することになる。
しかしながら、本発明者らが今回見出したように、運動強度を強くすればするほど体脂肪
の燃焼率が増加する訳ではない。
【００１４】
　また、非特許文献１には脂肪の燃焼を促進するために運動負荷を増やしても効果が無い
ことが記載されている。従来から、最大心拍数の６０～７０％の運動負荷を被験者に対し
て負荷すれば脂肪の燃焼を促進することができると言われているが、当該説には何の根拠
もない。
【００１５】
　本発明は、上記従来の問題点に鑑みなされたものであって、その目的は、効果的に体脂
肪を燃焼させるために被験者に対して負荷すべき運動強度を規定し得る運動強度規定装置
、脂肪燃焼率算出システムおよび運動器具を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１６】
　本発明者らは、上記課題に鑑み鋭意検討した結果、１）呼気のアセトン濃度は運動強度
が閾値を越えてから上昇し始め、このとき脂肪燃焼率も上昇すること、２）アセトン濃度
が上昇し始めた時点で被験者に対して負荷されている運動強度よりも約５％運動強度（特
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に、一般人）～３０％運動強度（特に、運動選手）だけ強い運動強度を負荷した場合に、
被験者における脂肪燃焼率が最大になること、３）被験者に対して負荷する運動強度を更
に高めると、アセトン濃度は上昇するが、脂肪燃焼率は下降すること、４）単純にアセト
ン濃度をモニタリングしたとしても、最大の脂肪燃焼率を実現するための運動強度を規定
することは不可能であることを見出し本発明を完成させるに至った。
【００１７】
　すなわち、本発明の運動強度規定装置は、上記課題を解決するために、被験者の呼気中
のアセトン濃度を検出するアセトン濃度検出手段と、少なくとも上記アセトン濃度が上昇
し始める時点において、上記被験者に対して加えられている運動強度を算出する運動強度
算出手段と、上記運動強度算出手段によって算出された、上記アセトン濃度が上昇し始め
る時点における運動強度をＶ（％）とした場合、Ｖ－２０（％）～Ｖ＋４０（％）の範囲
にある運動強度を、上記被験者に対して加える最適運動強度として規定する最適運動強度
規定手段と、を備えることを特徴としている。
【００１８】
　上記構成によれば、呼気中のアセトン濃度が上昇し始める時点を特定することができ、
脂肪燃焼率と相関関係がある当該時点において被験者に対して加えられている運動強度Ｖ
（％）を算出することができる。
【００１９】
　この算出した運動強度Ｖ（％）に基づいて、最適運動強度規定手段によって設定される
Ｖ－２０（％）～Ｖ＋４０（％）の運動強度で運動することにより、安静時よりも高い脂
肪燃焼率を実現することができる運動強度を効率よく設定することができる。
【００２０】
　本発明の運動強度規定装置では、上記最適運動強度規定手段は、Ｖ－６．５（％）～Ｖ
＋３０（％）の範囲にある運動強度を、上記被験者に対して加える最適運動強度として規
定するものであることが好ましい。
【００２１】
　Ｖ－６．５（％）～Ｖ＋３０（％）の範囲にある運動強度であれば、被験者が運動選手
であるか否かに関わらず、凡そ最大脂肪燃焼率の１／２以上の脂肪燃焼率となる。したが
って、上記構成によれば、より容易かつ確実に、凡そ最大脂肪燃焼率の１／２以上の脂肪
燃焼率を実現することができる運動強度を選択することができる。
【００２２】
　本発明の運動強度規定装置は、上記被験者が運動選手か否かを判定する判定手段を備え
、上記判定手段によって上記被験者が運動選手であると判断された場合には、上記最適運
動強度規定手段によって、下記１）に記載の運動強度が上記最適運動強度として規定され
、上記判定手段によって上記被験者が運動選手でないと判断された場合には、上記最適運
動強度規定手段によって、下記２）に記載の運動強度が上記最適運動強度として規定され
ることが好ましい。つまり、
　１）Ｖ－６．５（％）～Ｖ＋４０（％）
　２）Ｖ－２０（％）～Ｖ＋３０（％）。
【００２３】
　被験者が運動選手である場合には、Ｖ－６．５（％）～Ｖ＋４０（％）の範囲にある運
動強度を選択すれば、凡そ最大脂肪燃焼率の１／２以上の脂肪燃焼率となる運動強度を効
率よく選択することができる。
【００２４】
　一方、被験者が運動選手でない場合には、Ｖ－２０（％）～Ｖ＋３０（％）の範囲にあ
る運動強度を選択すれば、凡そ最大脂肪燃焼率の１／２以上の脂肪燃焼率となる運動強度
を効率よく選択することができる。
【００２５】
　つまり、上記構成によれば、判定手段によって被験者が運動選手か否かが判定された後
、当該判定結果に基づいて、最適運動強度規定手段によって被験者にとって最適な運動強
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度が選択される。つまり、上記構成によれば、被験者の運動経歴に基づいて、脂肪燃焼率
が高い運動強度、換言すれば、最大脂肪燃焼率の凡そ１／２以上の脂肪燃焼率となる運動
強度を効率よく選択することができる。
【００２６】
　本発明の運動強度規定装置では、上記運動強度算出手段は、下記（１）式、つまり、
　運動強度（％）＝酸素摂取量／（最大酸素摂取量－安静時酸素摂取量）×１００
　　　　　　　　　　　・・・・・・・・・（１）
に基づいて、上記被験者に対して加えられている運動強度を算出するものであることが好
ましい。
【００２７】
　上記構成によれば、被験者の酸素摂取量、最大酸素摂取量および安静時酸素摂取量に基
づいて運動強度が算出される。それ故、公知の構成等を用いて容易に運動強度を算出する
ことができるとともに、最適運動強度を容易に規定することができる。
【００２８】
　本発明の運動強度規定装置では、上記運動強度算出手段は、下記（２）式、つまり、
　運動強度（％）＝（運動時心拍数－安静時心拍数）／（最大心拍数－安静時心拍数）×
１００　　　　　　　　・・・・・・・・・（２）
に基づいて、上記被験者に対して加えられている運動強度を算出するものであることが好
ましい。
【００２９】
　上記構成によれば、被験者の運動時心拍数、安静時心拍数および最大心拍数に基づいて
運動強度が算出される。それ故、公知の構成等を用いて容易に運動強度を算出することが
できるとともに、最適運動強度を容易に規定することができる。
【００３０】
　また、被験者の酸素摂取量に基づいて運動強度を算出する構成と比較した場合、被験者
の運動時心拍数に基づいて運動強度を算出する構成は、運動強度規定装置を小さく設計す
ることができる。
【００３１】
　本発明の脂肪燃焼率算出システムは、上記課題を解決するために、上記運動強度規定装
置の何れかと、上記最適運動強度が上記被験者に対して加えられた場合の、当該被験者に
おける脂肪燃焼率を算出する脂肪燃焼率算出手段と、を備えていることを特徴としている
。
【００３２】
　上記構成によれば、運動強度規定装置によって、被験者の脂肪を効果的に燃焼し得る最
適運動強度が規定される。そして、上記脂肪燃焼率算出手段では、当該最適運動強度が被
験者に対して加えられた場合の脂肪燃焼率が算出されるので、効率よく脂肪を燃焼させた
場合の脂肪燃焼率を算出することができる。
【００３３】
　本発明の脂肪燃焼率算出システムでは、上記脂肪燃焼率算出手段は、下記（３）式、つ
まり、
　脂肪燃焼率（ｇ／ｍｉｎ）＝最適運動強度負荷時における酸素摂取量（Ｌ／ｍｉｎ）×
酸素１Ｌあたりの熱量（ｋｃａｌ／Ｌ）×酸素１Ｌあたりの熱量に関与する脂肪の割合（
ｇ／ｋｃａｌ）
　　　　　　　　　　　・・・・・・・・・（３）
に基づいて脂肪燃焼率を算出するものであることが好ましい。
【００３４】
　上記構成によれば、最適運動強度負荷時における酸素摂取量、酸素１Ｌあたりの熱量、
および、酸素１Ｌあたりの熱量に関与する脂肪の割合、に基づいて脂肪燃焼率を算出する
ことができる。それ故、公知の構成を用いて、容易に脂肪燃焼率を算出することができる
。
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【００３５】
　本発明の脂肪燃焼率算出システムは、下記（４）式、つまり、
　脂肪燃焼履歴（ｇ）＝脂肪燃焼率（ｇ／ｍｉｎ）×最適運動強度負荷時間（ｍｉｎ）
　　　　　　　　　　　・・・・・・・・・（４）
に基づいて算出された脂肪燃焼履歴を記録する記録手段を備えることが好ましい。
【００３６】
　上記構成によれば、脂肪燃焼率および最適運動強度負荷時間に基づいて脂肪燃焼履歴が
算出され、当該脂肪燃焼履歴が記録手段によって記録される。したがって、上記構成によ
れば、既に燃焼された脂肪の量、および／または、将来燃焼される脂肪の量を算出・記録
することができる。
【００３７】
　本発明の脂肪燃焼率算出システムは、下記（５）式、つまり、
　運動時間（ｍｉｎ）＝所望の脂肪量（ｇ）／脂肪燃焼率（ｇ／ｍｉｎ）
　　　　　　　　　　　・・・・・・・・・（５）
に基づいて、所望の脂肪量を燃焼させるために必要な運動時間を算出する運動時間算出手
段を備えることが好ましい。
【００３８】
　上記構成によれば、運動時間算出手段によって、所望の脂肪量を燃焼させるために必要
な運動時間、換言すれば、所望の脂肪量を燃焼させるために最適運動強度を被験者に対し
て負荷する時間を算出することができる。
【００３９】
　本発明の運動器具は、上記課題を解決するために、上記運動強度規定装置の何れか、ま
たは、上記脂肪燃焼率算出システムの何れかを備えていることを特徴としている。
【００４０】
　上記構成によれば、高い脂肪燃焼率を実現することができる運動強度条件下において運
動を行うことができる。
【００４１】
　本発明の運動器具は、上記最適運動強度に相当する負荷を、上記被験者に対して加える
最適運動強度負荷手段を備えることが好ましい。
【００４２】
　上記構成によれば、最適運動強度負荷手段によって、高い脂肪燃焼率を実現することが
できる運動強度を被験者に対して加えることが可能になる。その結果、効果的に被験者の
脂肪を燃焼させることができる。
【００４３】
　本発明の運動器具では、上記最適運動強度負荷手段が、エルゴメーター、トレッドミル
、またはエアロバイクであることが好ましい。
【００４４】
　上記構成によれば、公知の構成を用いて、高い脂肪燃焼率を実現することができる運動
強度を被験者に対して加えることが可能になる。その結果、より容易かつ安価に被験者の
脂肪を燃焼させることができる。
【発明の効果】
【００４５】
　本発明の運動強度規定装置は、上述したように、被験者の呼気中のアセトン濃度を検出
するアセトン濃度検出手段と、少なくとも上記アセトン濃度が上昇し始める時点において
、上記被験者に対して加えられている運動強度を算出する運動強度算出手段と、上記運動
強度算出手段によって算出された、上記アセトン濃度が上昇し始める時点における運動強
度をＶ（％）とした場合、Ｖ－２０（％）～Ｖ＋４０（％）の範囲にある運動強度を、上
記被験者に対して加える最適運動強度として規定する最適運動強度規定手段と、を備える
ものである。
【００４６】
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　それ故、効果的に脂肪を燃焼することができる運動強度を、容易に規定することができ
るという効果を奏する。
【００４７】
　また、不必要に高い運動強度を被験者に対して負荷することを防止することができるの
で、様々な健康被害（例えば、肉離れ、関節炎など）から被験者を守ることができるとい
う効果を奏する。
【００４８】
　また、血液等に比べて遥かに手軽かつ迅速に測定結果が得られる呼気を用いて最適運動
強度を規定することができるので、装置やシステムを小さく設計することができるという
効果を奏する。
【図面の簡単な説明】
【００４９】
【図１】本発明における運動強度規定装置の実施の一形態を示すブロック図である。
【図２】本発明における脂肪燃焼率算出システムの実施の一形態を示すブロック図である
。
【図３】本発明における運動器具の実施の一形態を示すブロック図である。
【図４】本発明におけるアセトン濃度検出部の実施の一形態を示す模式図である。
【図５】本発明における運動器具の実施の一形態を示す模式図である。
【図６】本発明の実施例における、一般人のアセトン濃度、運動強度、脂肪燃焼率の相関
関係を示すグラフである。
【図７】本発明の実施例における、運動選手のアセトン濃度、運動強度、脂肪燃焼率の相
関関係を示すグラフである。
【図８】本発明の実施例における、長時間運動時の脂質燃焼率とアセトン濃度との相関関
係を示すグラフである。
【図９】本発明の実施例における、長時間運動時の脂質燃焼率とアセトン濃度との相関関
係を示すグラフである。
【図１０】脂質および脂質の代謝経路と、呼気中に含まれるアセトンの代謝経路との相関
関係を示す模式図である。
【発明を実施するための形態】
【００５０】
　図１０に、糖質および脂質の代謝経路と、呼気中に含まれるアセトンの代謝経路との関
係を示す。
【００５１】
　アセトンは、アセト酢酸および３－ヒドロキシ酪酸と共にケトン体と呼ばれている。ア
セトンは、脱炭酸反応にてアセト酢酸から生成される。アセト酢酸は、水素原子が関与す
る可逆的反応によって、３－ヒドロキシ酪酸から生成される。アセトンは肺を介して呼気
中に放出され、当該呼気を体外へ排出することによって、体内のアセトンが体外へと放出
される。
【００５２】
　ピルビン酸（Ｐｙｒｕｖａｔｅ）からアセチル－ＣｏＡ（Ａｃｅｔｙｌ－ＣｏＡ）への
代謝は不可逆的な酸化的脱炭酸反応であり、このことは、糖から脂肪への変換は生じるが
、脂肪から糖への変換は生じないことを示している。肝臓における脂質生成と血漿中の遊
離脂肪酸濃度との間には相関関係があり、遊離脂肪酸濃度が０．３～０．８μｍｏｌ／ｍ
Ｌである場合には、脂質生成が抑制される。また、食物中の脂肪含有量が１０重量％以上
である場合には、糖質から脂肪への変換は起こらない。糖質が不足した場合には、１）ケ
トン体の酸化、２）遊離脂肪酸の酸化、３）グルコースの酸化によって、不足した糖質を
補うようになっている。
【００５３】
　つまり、図１０からも、糖質、脂質およびアセトンの代謝経路は複雑であって、呼吸商
または呼気のアセトン濃度から単純に脂質の燃焼率を類推することは、非常に困難である
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ことが類推できる。
【００５４】
　一方、本発明であれば、脂肪燃焼率が高い運動高度を容易に規定することができる。以
下に、本発明の一実施形態について以下に説明するが、本発明はこれに限定されない。
【００５５】
　〔１．運動強度規定装置〕
　図１に示すように、本実施の形態の運動強度規定装置１は、アセトン濃度検出部２（ア
セトン濃度検出手段）、運動強度算出部３（運動強度算出手段）、最適運動強度規定部４
（最適運動強度規定手段）および判定部５（判定手段）を備えている。各構成について、
以下に説明する。
【００５６】
　アセトン濃度検出部２は、被験者の呼気中のアセトン濃度を検出するものである。アセ
トン濃度検出部２の具体的な構成は特に限定されず、適宜公知の構成を用いることが可能
である。例えば、酸化物半導体センサ（例えば、ＳＢ－３０：ＦＩＳ社製、ＴＧＳ２６２
０－Ｃ００：フィガロ技研株式会社製、ＳＣ－４０１：光明理化学工業製、ＮＡＰ－６７
Ａ：根本特殊化学製など）を備える装置を用いることが可能であるが、これらに限定され
ない。なお、アセトン濃度検出部２の具体的な構成については、図４に基づいて後に詳説
する。
【００５７】
　アセトン濃度検出部２は、少なくとも被験者の呼気のアセトン濃度が上昇し始めたこと
（例えば、呼気のアセトン濃度が上昇し始めた時点）を検出できるものであることが好ま
しいが、被験者の呼気のアセトン濃度を経時的（連続的）に検出し得るものであることが
更に好ましい。上記構成によれば、より正確に被験者の呼気のアセトン濃度が上昇し始め
たことを検出することができるためである。
【００５８】
　アセトン濃度検出部２にて、被験者の呼気のアセトン濃度が上昇し始めたことが検出さ
れた場合、その情報（例えば、呼気のアセトン濃度が上昇し始めた時点の時間）が、運動
強度算出部３へと伝達される。そして、運動強度算出部３では、少なくとも被験者の呼気
のアセトン濃度が上昇し始めた時点で被験者に対して加えられている運動強度が算出され
る。
【００５９】
　運動強度算出部３の具体的な構成は特に限定されず、被験者に対して加えられている運
動強度を算出し得る公知の構成を適宜用いることが可能である。例えば、運動強度算出部
３は、被験者の酸素摂取量または心拍数に基づいて、被験者に対して加えられている運動
強度を算出し得るものであることが好ましい。
【００６０】
　更に具体的には、運動強度算出部３は、例えば下記（１）式、つまり、
　運動強度（％）＝酸素摂取量／（最大酸素摂取量－安静時酸素摂取量）×１００
　　　　　　　　　　　・・・・・・・・・（１）
に基づいて、被験者に対して加えられている運動強度を算出するものであることが好まし
い。
【００６１】
　上記（１）式における酸素摂取量とは、様々な強さの運動強度が被験者に対して負荷さ
れている時の被験者の酸素摂取量が意図され、（１）式における最大酸素摂取量とは、被
験者に対して過度の運動強度が負荷された時の被験者の体内に摂取し得る最大の酸素量が
意図され、（１）式における安静時酸素摂取量とは、被験者に対して運動強度が負荷され
ていない時の被験者の酸素摂取量が意図される。そして、少なくとも、アセトン濃度検出
部２によって被験者の呼気のアセトン濃度の上昇が検出された時点における被験者の酸素
摂取量を（１）式に代入して得られる運動強度が、運動強度算出部３によって算出される
。
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【００６２】
　したがって、運動強度算出部３は、酸素摂取量、最大酸素摂取量および安静時酸素摂取
量の値を測定し得るとともに、これらの測定値に基づいて運動強度を算出し得るものであ
ることが好ましい。また、最大酸素摂取量および安静時酸素摂取量は予め測定しておくこ
とも可能であるので、運動強度算出部３は、酸素摂取量を測定し得るとともに、当該酸素
摂取量と、予め測定されている最大酸素摂取量および安静時酸素摂取量とに基づいて運動
強度を算出し得るものであってもよい。もちろん、酸素摂取量、最大酸素摂取量および安
静時酸素摂取量については別の装置が取得し、運動強度算出部３は、当該装置が取得した
酸素摂取量、最大酸素摂取量および安静時酸素摂取量のデータに基づいて運動強度を算出
する構成であってもよい。
【００６３】
　上記酸素摂取量、最大酸素摂取量、安静時酸素摂取量の各々の値は、適宜公知の構成を
用いて、上記被験者から実験的に測定され得る。例えば、パラマグネティック式の酸素分
析計（３０００ＭＡ：TELEDYNE　ANALYTICAL INSTRUMENTS）、電気化学式の酸素分析計（
３０１０ＴＢ：TELEDYNE　ANALYTICAL INSTRUMENTS）等を用いて測定され得るが、これら
に限定されない。例えば、運動強度算出部３によって算出される運動強度は、トレッドミ
ルを用いる場合には、電動駆動されるベルトの負荷と傾斜とによって算出される値、自転
車エルゴメーターを用いる場合には、自転車にかかる重り（キロポンド（ｋｐ））とスピ
ード（ｍ／分）との積で示される値となる。したがって、運動強度算出部３は、トレッド
ミルまたは自転車エルゴメーターを備えていることが好ましい。
【００６４】
　また、運動強度算出部３は、例えば下記（２）式、つまり、
　運動強度（％）＝（運動時心拍数－安静時心拍数）／（最大心拍数－安静時心拍数）×
１００　　　　　　　　・・・・・・・・・（２）
に基づいて、被験者に対して加えられている運動強度を算出するものであってもよい。な
お、（２）式における運動時心拍数とは、様々な強さの運動強度が被験者に対して負荷さ
れている時（換言すれば、運動時）の被験者の心拍数が意図され、（２）式における最大
心拍数とは、被験者に対して過度の運動強度が負荷された時の被験者の最大の心拍数が意
図され、（２）式における安静時心拍数とは、被験者に対して運動強度が負荷されていな
い時の被験者の心拍数が意図される。そして、少なくとも、アセトン濃度検出部２によっ
て被験者の呼気中のアセトン濃度の上昇が検出された時点における被験者の運動時心拍数
を（２）式に代入して得られる運動強度が、運動強度算出部３によって算出される。
【００６５】
　したがって、この場合、運動強度算出部３は、運動時心拍数、最大心拍数および安静時
心拍数の値を測定し得るとともに、これらの測定値に基づいて運動強度を算出し得るもの
であることが好ましい。また、最大心拍数および安静時心拍数は予め測定しておくことも
可能であるので、運動強度算出部３は、運動時心拍数を測定し得るとともに、当該運動時
心拍数と、予め測定されている最大心拍数および安静時心拍数とに基づいて運動強度を算
出し得るものであってもよい。
【００６６】
　上記運動時心拍数、最大心拍数、安静時心拍数の各々の値は、適宜公知の構成を用いて
、上記被験者から実験的に測定され得る。例えば、心拍計（例えば、ＲＳ８００ＣＸ　Ｂ
ＩＫＥまたはＦＳ－３ｃ（何れもポラール社製）など）を用いて測定され得るが、これら
に限定されない。換言すれば、運動強度算出部３は、これら、心拍計（例えば、ＲＳ８０
０ＣＸ　ＢＩＫＥまたはＦＳ－３ｃ（何れもポラール社製）など）を備えた構成であるこ
とが好ましいといえる。
【００６７】
　上述したように、運動強度算出部３が行う運動強度の算出処理は、少なくとも２通り存
在する。以下、これら２通りの運動強度の算出処理によって得られる結果が実質的に同一
の結果であることを説明する。すなわち、最大酸素摂取量とは、運動負荷試験において負
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荷量を増加させた場合に、それ以上には増加しない酸素摂取量、すなわち体内に取り込む
ことの出来る最大の酸素摂取量が意図される。最大酸素摂取量は、有酸素運動の能力の限
界を示しており、心臓血管系の機能的な尺度ともなりえ、遅筋の割合とも相関している。
したがって、最大酸素摂取量の値が大きい程、アスリ－トとして有利であるといえる。
【００６８】
　運動エネルギ－を生み出すための糖質または脂質の分解時には、多量の酸素を消費する
。したがって、最大酸素摂取量（Ｏ２ｍａｘ）は、スタミナの指標ともなり得る。成人男
性の最大酸素摂取量は、成人女性の最大酸素摂取量よりも１５％～２０％程度大きい値を
示すが、除脂肪体重（ＬＢＭ）にて比較するとその差はわずかでしかない。
【００６９】
　最大酸素摂取量は、規則的なトレ－ニングによって、１０％～２０％程度増加させるこ
とが可能である。トレ－ニングによる男性の最大酸素摂取量の増加は、１回の心拍出量の
増加、および、動静脈酸素格差の増加に由来する。一方、トレーニングによる女性の最大
酸素摂取量の増加は、主として１回の心拍出量の増加に由来する。
【００７０】
　また、酸素摂取量が最大酸素摂取量の５０％にまで増加する場合には、体内において、
１回の心拍出量と心拍数との両方が増加する。酸素摂取量が最大酸素摂取量の５０％を超
えて更に増加する場合には、心拍数のみが増加する。
【００７１】
　標高が高くなると、気圧の低下に伴って肺胞内の酸素分圧が低下し、血液中への酸素摂
取能は低下する。酸素摂取能の低下は標高１,５００ｍ付近から発生し、標高が１００ｍ
上がる毎に、酸素摂取能が約１％低下する。
【００７２】
　運動時の換気亢進は、神経性および体液性の制御を受けている。すなわち、神経性の制
御には、高位中枢からの呼吸中枢刺激、および、末梢固有受容器からの求心性刺激による
呼吸中枢の興奮が含まれる。また、体液性の制御には、中枢神経および末梢神経の化学受
容器が、体液の酸素分圧、二酸化炭素分圧およびｐＨを感知し、これらを一定レベルに維
持するように換気量を調節するフィ－ドバック機構が含まれる。
【００７３】
　なお、最大酸素摂取量は、約２週間の練習休止によってトレ－ニング前の値にまで低下
し、約３週間の入院生活によって約３割減少することが知られている。また、年齢が３０
才を越えた場合、最大酸素摂取量は、１年に１.２％程度低下し始める。安静、運動不足
が最大酸素摂取量の低下を招くことが知られており、一日５００ｃａｌ（１万歩歩行相当
）以上の運動量によって、各年齢の平均的な最大酸素摂取量が維持できるとされている。
アメリカスポーツ医学会は、全身の持久力向上を目的としたトレ－ニングとして、成人の
場合、予測される最大心拍数（２２０－実際の年齢）の６０％～９０％の心拍数となる持
久運動、または、最大酸素摂取量の５０％～８０％の酸素摂取量となる持久運動を、２０
分間～６０分間（３回～５回／１週間）行うことを奨励している。
【００７４】
　以上のように、心拍数と酸素摂取量との間には相関関係があり、上記（２）式は上記（
１）式をより簡便に示した式ではあるが、両式は、実質的には同じ式であるといえる。
【００７５】
　上述したように、被験者の呼気のアセトン濃度が上昇し始めた時点で被験者に対して加
えられている運動強度が運動強度算出部３において算出される。そして、最適運動強度規
定部４にて、上記運動強度の値に基づいて、被験者に対して加える最適運動強度が規定さ
れる。つまり、最適運動強度規定部４は、上記運動強度の値に基づいて、高い脂肪燃焼率
が得られる運動強度を最適運動強度として規定するものである。
【００７６】
　最適運動強度規定部４は、被験者の呼気のアセトン濃度が上昇し始めた時点で被験者に
対して加えられている運動強度（以下の説明では、当該運動強度の値をＶ（％）と記載す
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る）に基づいて最適運動強度を規定し得るものであればよく、その具体的な構成は特に限
定されない。以下に最適運動強度規定部４における最適運動強度の規定方法について説明
する。
【００７７】
　最適運動強度規定部４では、Ｖ－２０（％）～Ｖ＋４０（％）の範囲にある運動強度を
、最適運動強度として規定する。なお、本明細書にて「Ａ～Ｂ」と記載した場合には、「
Ａ以上、Ｂ以下」を意図する。
【００７８】
　後述する実施例にて具体的に説明するように、Ｖ－２０（％）～Ｖ＋４０（％）の範囲
の運動強度であれば、被験者が一般人であるか運動選手であるかに関わらず、安静時の脂
肪燃焼率よりも高い脂肪燃焼率となる。したがって、上記構成によれば、効果的に被験者
の脂肪を燃焼させることができる運動強度を規定することができる。
【００７９】
　また、最適運動強度基底部４では、Ｖ－６．５（％）～Ｖ＋３０（％）の範囲にある運
動強度を、被験者に対して加える最適運動強度として規定することが好ましい。上記構成
によれば、より容易かつ確実に、より高い脂肪燃焼率（具体的には、最大脂肪燃焼率の少
なくとも１／２の脂肪燃焼率）を実現することができる運動強度を選択することができる
。
【００８０】
　本実施の形態の運動強度規定装置は、上記被験者が運動選手であるか否か、換言すれば
、上記被験者が運動選手であるか一般人であるかを判定する判定部５（判定手段）を備え
ていることが好ましい。上記構成によれば、被験者の運動経歴に応じて、効果的に脂肪を
燃焼することができる運動強度を、容易かつ正確に規定することができる。
【００８１】
　判定部５の具体的な構成は特に限定されないが、例えば、アセトン濃度検出部２によっ
て検出された呼気のアセトン濃度に基づいて被験者が運動選手であるか一般人であるかを
判定する構成、または、被験者などのユーザによって被験者が運動選手であるか一般人で
あるかを入力する構成などを用いることが可能であるが、これらに限定されない。より正
確な判定を行うという観点からは、アセトン濃度検出部２によって検出された呼気のアセ
トン濃度に基づいて判定する構成の方が好ましいといえる。また、判定部５は、上記２つ
の構成の両方を備えることも可能である。なお、被験者などのユーザが入力する場合は、
別途公知の入力装置（入力手段）を備えることが好ましい。
【００８２】
　被験者などのユーザによって、被験者が運動選手であるか一般人であるかを判定部５に
入力する構成の場合には、被験者自身の運動経歴に基づいて入力を行えばよい。この場合
、運動選手であるか一般人であるか判定する判定基準に関しては特に限定するものではな
いが、例えば、３年以上の運動経歴を有する者を運動選手として判定することが好ましく
、５年以上の運動経歴を有する者を運動選手として判定することが更に好ましく、１０年
以上の運動経歴を有する者を運動選手として判定することが最も好ましい。なお、上記運
動経歴の間の１日あたりの運動時間は特に限定されないが、例えば、３０分間以上である
ことが好ましく、１時間以上であることが更に好ましい。また、上記運動経歴に該当する
運動の種類は特に限定されないが、有酸素運動（例えば、ランニングまたは水泳など）で
あることが好ましい。
【００８３】
　上述したように、より正確な判定を行うという観点からは、判定部５では、アセトン濃
度検出部２によって検出された呼気のアセトン濃度に基づいて運動選手であるか否かを判
定することが好ましい。後述する実施例に記載するように、一般人と運動選手とでは、呼
気のアセトン濃度に差が認められる。つまり、運動選手は一般人と比較して、呼気のアセ
トン濃度が高い傾向にある。従って、当該差異に基づいて、被験者が運動選手であるか一
般人であるかを判定することが可能である。
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【００８４】
　判定部５における具体的な判定基準は特に限定されないが、例えば、判定部５は、呼気
のアセトン濃度が上昇し始める時点における当該アセトン濃度が０．５ｐｐｍよりも低け
れば一般人と判定し、０．５ｐｐｍ以上であれば運動選手であると判定することが可能で
あることが好ましい。当該構成であれば判定基準となるアセトン濃度が高いので、運動選
手に対して、より適切な運動強度を規定することができる。また、判定部５は、呼気のア
セトン濃度が上昇し始める時点における当該アセトン濃度が０．２ｐｐｍよりも低ければ
一般人と判定し、０．２ｐｐｍ以上であれば運動選手であると判定することも可能である
。当該構成であれば判定基準となるアセトン濃度が低いので、一般人に対して、より適切
な運動強度を規定することができる。
【００８５】
　上述したように判定部５にて被験者が運動選手であるか一般人であるかが判定された場
合には、最適運動強度規定部４において、各被験者に応じた最適運動強度を規定すること
が好ましい。
【００８６】
　具体的には、判定部５によって被験者が運動選手であると判定された場合には、最適運
動強度規定部４によって、Ｖ－６．５（％）～Ｖ＋４０（％）の範囲にある運動強度が最
適運動強度として規定されることが好ましい。上記構成によれば、被験者が運動選手であ
る場合に、凡そ最大脂肪燃焼率の１／２以上の脂肪燃焼率となる運動強度を効率よく選択
することができる。
【００８７】
　一方、判定部５によって被験者が一般人であると判定された場合には、最適運動強度規
定部４によって、Ｖ－２０（％）～Ｖ＋３０（％）の範囲にある運動強度が最適運動強度
として規定されることが好ましい。上記構成によれば、被験者が一般人である場合に、凡
そ最大脂肪燃焼率の１／２以上の脂肪燃焼率となる運動強度を効率よく選択することがで
きる。
【００８８】
　以下に、図４に基づいて、上述したアセトン濃度検出部２の更に具体的な構成の一例を
説明するが、本願発明は、これに限定されない。
【００８９】
　アセトン濃度検出部２は、被験者の呼気を採取するためのマスク５１、中空糸フィルタ
ー５２、バルブ５３、呼気成分分離装置５４、ステンレス容器５５、温度制御装置５６、
流量計５７、アセトン検出センサ５８、測定室５９、ポンプ６０、三方弁６１および表示
装置６２を備えている。以下に、各構成について説明する。
【００９０】
　マスク５１の呼気排出部には三方弁６１が設けられており、三方弁６１によって被験者
の呼気の一部がサンプリングされる。三方弁６１の一方の開口部は大気中に呼気を放出で
きるように開放されており、もう一方の開口部は、呼気の少なくとも一部をサンプリング
できるように中空糸フィルター５２に接続されている。
【００９１】
　中空糸フィルター５２の具体的な構成としては特に限定されず、適宜公知の中空糸フィ
ルターを用いることが可能である。例えば、テトラフルオロエチレンとパーフルオロビニ
ルエーテルとの共重合体からなる中空糸フィルターを用いることが好ましい。更に具体的
には、ＡＧＣエンジニアリング社製のＳＷＴ－１．５－０６０／ＦＭを２本直結したもの
（実施例にて採用）を用いることが好ましいが、これに限定されない。
【００９２】
　呼気中には８０％もの水分が含まれている。そして、このような多量の水分を含む呼気
からｐｐｍ～ｐｐｂ程度の低濃度のアセトンを検知するためには、呼気から水分のみを除
去するための前処理を行うことが好ましい。また、ｐｐｍ～ｐｐｂ程度の低濃度のアセト
ンを検知するためには、呼気の圧力損失をできるだけ減少させることが好ましい。中空糸
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フィルター５２を用いれば、水分のみを除去することができるとともに、圧力損失をも減
少させることができる。
【００９３】
　呼気に含まれる水分を除去するためには、シリカゲルなどの吸着剤を用いることも可能
である。例えば、マスク５１の呼気排出部にシリカゲルを設けることも可能である（図示
せず）。しかしながら、シリカゲルは、１）アセトンに対する吸着性が皆無ではない、２
）再生する必要がある、３）呼気の圧力損失が皆無ではない、ので、中空糸フィルター５
２を用いる方が好ましいといえる。
【００９４】
　中空糸フィルター５２にはバルブ５３が設けられており、バルブ５３の開閉動作によっ
て、呼気成分分離装置５４へ被験者の呼気が導入される。
【００９５】
　呼気成分分離装置５４は、呼気の成分（例えば、アセトンなど）を分離する機能を有し
ている。呼気成分分離装置５４の具体的な構成は特に限定されないが、例えば、ガスクロ
マトグラフィーカラムであることが好ましい。また、上記ガスクロマトグラフィーカラム
の更に具体的な構成としては特に限定されないが、例えば、ＤＢ－ＡＬＣ１（アジレント
テクノロジー社製：実施例にて採用）を用いることが可能である。
【００９６】
　呼気成分分離装置５４は、ステンレス容器５５によって覆われていることが好ましい。
上記構成によれば、呼気成分の分離条件を一定に保つことができるので、より正確に呼気
のアセトン濃度の上昇を検出することができる。当該ステンレス容器５５の具体的な構成
は特に限定されないが、例えば、直径１５８ｍｍ×深さ１８６ｍｍ（ＳＵＳ３０４、容積
３．４Ｌ：実施例にて採用）の円筒形状ものを用いることが可能である。
【００９７】
　アセトン濃度検出部２は、ステンレス容器５５内の温度を制御する温度制御装置５６を
備えていることが好ましい。温度制御装置５６の具体的な構成は特に限定されないが、例
えば、フィルムヒーターなどに代表される面状の発熱体を用いることが好ましい。上記構
成によれば、呼気成分分離装置５４の昇温レート、および、ステンレス容器５５内の温度
を一定に保つことができる。
【００９８】
　呼気成分分離装置５４にはバルブ５３が設けられた配管が連結されており、当該配管を
介して測定室５９へ呼気が導入される。なお、当該配管には、配管内を通過する呼気の流
量を測定するための流量計５７が設けられていることが好ましい。流量計５７によってバ
ルブ５３の開閉動作を制御すれば、一定の流速にて呼気を測定室５９へ導入することがで
きる。なお、流量計５７の具体的な構成は特に限定されず、適宜公知の構成を用いること
が可能である。
【００９９】
　測定室５９にはアセトン検出センサ５８が設けられており、アセトン検出センサ５８に
よって呼気のアセトン濃度が測定されるとともに、呼気のアセトン濃度の上昇が検出され
る。
【０１００】
　測定室５９の具体的な構成としては特に限定されないが、例えば、アクリル製の容器（
例えば、１００ｍｍ×１００ｍｍ×１００ｍｍの立方体：実施例にて採用）を用いること
が可能であるが、これに限定されない。上記構成によれば、アセトン検出センサ５８によ
る測定条件を一定に保つことができる。
【０１０１】
　アセトン検出センサ５８の具体的な構成は特に限定されず、適宜公知のアセトン検出セ
ンサを用いることが可能である。例えば、酸化物半導体センサ（ＳＢ－３０；ＦＩＳ社製
：実施例にて採用）を用いることが可能であるが、これに限定されない。
【０１０２】
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　測定室５９には２本の配管が連結されており、一方の配管は大気中に開放され、他方の
配管はポンプ６０に連結されている。大気中に開放された配管からは、測定後の呼気が排
出される。
【０１０３】
　上述したように、上記他方の配管にはポンプ６０に連結されている。そして、当該ポン
プ６０によって、呼気が一定の流速にてアセトン濃度検出部２内を流通することができる
。ポンプ６０の具体的な構成としては特に限定されず、適宜公知のポンプを用いることが
可能である。例えば、真空ポンプ（例えば、アクティブ社製の６１３２－００１０：実施
例にて採用）、加圧ポンプ、手動式ポンプ、または、電動式ポンプなどを用いることが可
能であるが、これらに限定されない。
【０１０４】
　アセトン濃度検出部２は、アセトン検出センサ５８にて測定されたアセトン濃度を表示
するための表示装置６２を備えていることが好ましい。表示装置６２では、アセトン検出
時にアセトン検出センサ５８から得られる電圧信号を、既知濃度のアセトン標準ガスに基
づいてアセトン濃度に変換した値が表示されることが好ましい。
【０１０５】
　〔２．脂肪燃焼率算出システム〕
　図２に示すように、本実施の形態の脂肪燃焼率算出システム１０は、上述した運動強度
規定装置１のほか、脂肪燃焼率算出部１１（脂肪燃焼率算出手段）、記録部１２（記録手
段）および運動時間算出部１３（運動時間算出手段）を備えている。運動強度規定装置１
については既に説明したので以下ではその説明を省略し、その他の構成について説明する
。
【０１０６】
　脂肪燃焼率算出部１１では、運動強度規定装置１によって規定された最適運動強度が被
験者に対して加えられた場合の、当該被験者における脂肪燃焼率が算出される。
【０１０７】
　脂肪燃焼率算出部１１は脂肪燃焼率を算出することが可能な構成であればよく、その具
体的な構成は特に限定されない。脂肪燃焼率算出部１１としては、適宜公知の構成を用い
ることが可能である。
【０１０８】
　脂肪燃焼率算出部１１における脂肪燃焼率の算出方法は特に限定されないが、例えば、
下記（３）式、つまり、
　脂肪燃焼率（ｇ／ｍｉｎ）＝最適運動強度負荷時における酸素摂取量（Ｌ／ｍｉｎ）×
酸素１Ｌあたりの熱量（ｋｃａｌ／Ｌ）×酸素１Ｌあたりの熱量に関与する脂肪の割合（
ｇ／ｋｃａｌ）　　　　　　・・・・・・・・（３）
に基づいて脂肪燃焼率を算出することが好ましい。
【０１０９】
　上記（３）式において、最適運動強度負荷時における酸素摂取量（Ｌ／ｍｉｎ）は、公
知の構成（例えば、パラマグネティック式の酸素分析計（３０００ＭＡ：TELEDYNE　ANAL
YTICAL INSTRUMENTS）、電気化学式の酸素分析計（３０１０ＴＢ：TELEDYNE　ANALYTICAL
 INSTRUMENTS）等）によって測定することが可能である。
【０１１０】
　上記（３）式において、酸素１Ｌあたりの熱量（ｋｃａｌ／Ｌ）とは、酸素１Ｌによっ
て所望の脂肪を燃焼させた場合に発生する熱量が意図され、呼吸商に基づいて算出するこ
とが可能である。
【０１１１】
　上記（３）式において、酸素１Ｌあたりの熱量に関与する脂肪の割合（ｇ／ｋｃａｌ）
とは、酸素１Ｌによって生体内の各種栄養（糖、脂肪、タンパク質）が燃焼した場合、単
位熱量が発生するときに燃焼される脂肪の重量が意図され、呼吸商に基づいて算出するこ
とが可能である。
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【０１１２】
　更に具体的には、酸素１Ｌを消費して（酸化によって）発生するエネルギーの量は、そ
のときに代謝（分解）される基質によって異なる。例えば、糖質のみが分解する場合には
、５．０４７ｋｃａｌ／Ｌであり、脂肪のみが分解する場合には、４．６８６ｋｃａｌ／
Ｌである。
【０１１３】
　日常生活時や身体活動時（全力での運動以外）には、筋肉は、酸素を消費しながら糖質
および脂質の両エネルギー基質を分解（酸化）し、エネルギーを発生している（混合エネ
ルギー）。このため、身体活動時に分解される糖・脂質の割合が異なれば、酸素１Ｌあた
りに発生するエネルギー量は異なる。
【０１１４】
　身体活動時などにおいて分解される糖・脂質の割合は、呼吸商（非蛋白呼吸商）から算
出することが可能であり、公知の方法にて運動時の呼吸商を算出し、基質利用の割合は、
例えばZuntz, Schmburg, Lusk の表（Pflugers Arch. Pheysiol. 83, 557-571（1901）参
照）から求めることが可能である。
【０１１５】
　本実施の形態の脂肪燃焼率算出システムは、下記（４）式、つまり、
　脂肪燃焼履歴（ｇ）＝脂肪燃焼率（ｇ／ｍｉｎ）×最適運動強度負荷時間（ｍｉｎ）
　　　　　　　　　　　・・・・・・・・・（４）
に基づいて算出された脂肪燃焼履歴を記録する記録部１２（記録手段）を備えることが好
ましい。
【０１１６】
　上記構成によれば、被験者の体内にて既に燃焼された脂肪の量を算出・記録することが
できるのみならず、将来被験者の体内にて将来燃焼される脂肪の量も算出・記録すること
ができる。
【０１１７】
　記録部１２は、上記（４）式に基づいて算出される脂肪燃焼履歴を記録することができ
るものであればよく、その具体的な構成は特に限定されない。記録部１２としては、適宜
公知の構成を用いることが可能である。
【０１１８】
　上記（４）式における脂肪燃焼率（ｇ／ｍｉｎ）の算出方法は特に限定されないが、例
えば、上記（３）式によって算出することが好ましい。上記構成によれば、より容易に脂
肪燃焼率を算出・記録することができる。
【０１１９】
　上記最適運動強度負荷時間（ｍｉｎ）は、被験者に対して最適運動強度を負荷する時間
であって、当該最適運動強度負荷時間としては、適宜所望の時間を設定することが可能で
ある。例えば、最適運動強度負荷時間として、被験者に対して既に最適運動強度を負荷し
た時間を用いれば、被験者の体内において既に燃焼された脂肪の量を算出・記録すること
ができる。一方、最適運動強度負荷時間として、将来被験者に対して最適運動強度を負荷
する時間を用いれば、被験者の体内において将来燃焼される脂肪の量を算出・記録するこ
とができる。
【０１２０】
　本実施の形態の脂肪燃焼率算出システムは、下記（５）式、つまり、
　運動時間（ｍｉｎ）＝所望の脂肪量（ｇ）／脂肪燃焼率（ｇ／ｍｉｎ）
　　　　　　　　　　　・・・・・・・・・（５）
に基づいて所望の脂肪量を燃焼させるために必要な運動時間を算出する運動時間算出部１
３（運動時間算出手段）を備えることが好ましい。
【０１２１】
　上記構成によれば、所望の脂肪量を燃焼させるために必要な運動時間、換言すれば、所
望の脂肪量を燃焼させるために最適運動強度を被験者に対して負荷する時間を算出するこ
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とができる。
【０１２２】
　運動時間算出部１３は、上記（５）式に基づいて運動時間を算出し得るものであればよ
く、その具体的な構成は特に限定されない。運動時間算出部１３としては、適宜公知の構
成を用いることが可能である。
【０１２３】
　上記（５）式における脂肪燃焼率（ｇ／ｍｉｎ）の算出方法は特に限定されないが、例
えば、上記（３）式によって算出することが好ましい。上記構成によれば、より容易に運
動時間を算出することができる。
【０１２４】
　上記（５）式における所望の脂肪量（ｇ）としては特に限定されないが、例えば、被験
者の体内で燃焼させるべき脂肪の量を用いることが好ましい。更に具体的には、公知の構
成によって被験者の体脂肪率を測定し、被験者と同年齢・同性の平均体脂肪率と比較する
。これによって、被験者の体内に存在する過剰な脂肪量を算出することができる。そして
、当該過剰脂肪量を上記（５）式における所望の脂肪量（ｇ）として用いることが好まし
い。上記構成によれば、被験者の体内に存在する過剰な脂肪を燃焼させるために必要な運
動時間を算出することができる。
【０１２５】
　〔３．運動器具〕
　図３に示すように、本実施の形態の運動器具２０は、上述した運動強度規定装置１、ま
たは、上述した脂肪燃焼率算出システム１０を備えている。なお、運動強度規定装置１お
よび脂肪燃焼率算出システム１０に関しては既に説明したので、ここでは、その説明を省
略する。
【０１２６】
　本実施の形態の運動器具２０は、上述した最適運動強度に相当する負荷を被験者に対し
て加える最適運動強度負荷部２１（最適運動強度負荷手段）を備えていることが好ましい
。
【０１２７】
　最適運動強度負荷部２１の具体的な構成は特に限定されないが、例えば、有酸素運動器
具であることが好ましい。更に具体的には、最適運動強度負荷部２１は、エルゴメーター
、トレッドミル、またはエアロバイクであること好ましい。上記構成によれば、公知の構
成を用いながら、効果的に脂肪を燃焼させることができる。なお、エルゴメーター、トレ
ッドミル、およびエアロバイクの更に具体的な構成は特に限定されず、適宜公知の構成を
用いることが可能である。
【０１２８】
　以下に、図５に基づいて、本実施の形態の運動器具２０の更に具体的な一実施形態を説
明するが、本願発明はこれに限定されない。
【０１２９】
　図５に示す運動器具では、図４に示したアセトン濃度検出部２およびその他の構成（図
示せず）によって規定された最適運動強度が被験者に対して負荷されるように、自転車エ
ルゴメーター７１のペダルの回転が制御されている。なお、上記ペダルの制御は、無線等
の公知の構成によって行うことが可能である。
【０１３０】
　なお、上述した実施形態の運動強度規定装置、脂肪燃焼率算出システムおよび運動器具
の各部や各処理ステップは、ＣＰＵなどの演算手段が、ＲＯＭ（Read Only Memory）やＲ
ＡＭなどの記憶手段に記憶されたプログラムを実行し、キーボードなどの入力手段、ディ
スプレイなどの出力手段、あるいは、インターフェース回路などの通信手段を制御するこ
とにより実現することが可能である。
【０１３１】
　したがって、これらの手段を有するコンピュータが、上記プログラムを記録した記録媒
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体を読み取り、当該プログラムを実行するだけで、上述した実施形態の運動強度規定装置
、脂肪燃焼率算出システムおよび運動器具の各種機能および各種処理を実現することがで
きる。また、上記プログラムをリムーバブルな記録媒体に記録することにより、任意のコ
ンピュータ上で上記の各種機能および各種処理を実現することができる。
【０１３２】
　上記記録媒体としては、マイクロコンピュータで処理を行うために図示しないメモリ、
例えばＲＯＭのようなものがプログラムメディアであってもよいし、また、図示していな
いが外部記憶装置としてプログラム読取り装置が設けられ、そこに記録媒体を挿入するこ
とにより読取り可能なプログラムメディアであってもよい。
【０１３３】
　また、何れの場合でも、格納されているプログラムは、マイクロプロセッサがアクセス
して実行される構成であることが好ましい。さらに、プログラムを読み出し、読み出され
たプログラムは、マイクロコンピュータのプログラム記憶エリアにダウンロードされて、
そのプログラムが実行される方式であることが好ましい。なお、このダウンロード用のプ
ログラムは予め本体装置に格納されていることが好ましい。
【０１３４】
　また、上記プログラムメディアは、本体と分離可能に構成される記録媒体であり、磁気
テープやカセットテープ等のテープ系、フレキシブルディスクやハードディスク等の磁気
ディスクやＣＤ／ＭＯ／ＭＤ／ＤＶＤ等のディスクのディスク系、ＩＣカード（メモリカ
ードを含む）等のカード系、あるいはマスクＲＯＭ、ＥＰＲＯＭ（Erasable Programmabl
e Read Only Memory）、ＥＥＰＲＯＭ（Electrically Erasable Programmable Read Only
 Memory）、フラッシュＲＯＭ等による半導体メモリを含めた固定的にプログラムを担持
する記録媒体等があり得る。
【０１３５】
　また、インターネットを含む通信ネットワークを接続可能なシステム構成であれば、通
信ネットワークからプログラムをダウンロードするように流動的にプログラムを担持する
記録媒体であることが好ましい。
【０１３６】
　さらに、このように通信ネットワークからプログラムをダウンロードする場合には、そ
のダウンロード用のプログラムは予め本体装置に格納しておくか、あるいは別な記録媒体
からインストールされるものであることが好ましい。
【実施例】
【０１３７】
　〔１．運動強度、脂肪燃焼率およびアセトン濃度の相関－１〕
　１３名の被験者（一般人）について、運動強度、脂肪燃焼率および呼気中のアセトン濃
度の相関関係を調べた。以下に、その詳細を説明する。
【０１３８】
　まず、各被験者について、身長、体重および皮下脂肪厚を、公知の手法によって測定し
た。
【０１３９】
　各被験者は、８時間～１２時間の絶食を行った後、自転車エルゴメーター（コンビ社製
のエアロバイク７５ＸＬ３等）にて０．５ｋｐの負荷をかけた状態で、３分間のウォーミ
ングアップを行った。その後、１分間毎に０．２５ｋｐずつ負荷を増加させながら、２．
７５ｋｐの負荷に至るまで、または、被験者が疲労困憊するまで、被験者に運動を行わせ
た。
【０１４０】
　上記運動の間、被験者の心電図を連続的に監視するとともに、１分毎に被験者の呼気を
ダグラスバック内に採取した。採取した呼気について、アセトンセンサ（ＳＢ－３０、Ｆ
ＩＳ社製）を用いてアセトン濃度を測定した。また、採取した呼気については、ガスメー
ターおよびＯ２・ＣＯ２分析器（パラマグネティック式の酸素分析計（３０００ＭＡ：TE
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LEDYNE　ANALYTICAL INSTRUMENTS）、電気化学式の酸素分析計（３０１０ＴＢ：TELEDYNE
　ANALYTICAL INSTRUMENTS）等）を用いて分析した。なお、分析方法の詳細は、上記Ｏ２

・ＣＯ２分析器に添付のプロトコールに従った。
【０１４１】
　脂肪燃焼率は、下記（３）式に基づいて算出した。つまり、
　脂肪燃焼率（ｇ／ｍｉｎ）＝運動時の酸素摂取量（Ｌ／ｍｉｎ）×酸素１Ｌあたりの熱
量（ｋｃａｌ／Ｌ）×酸素１Ｌあたりの熱量に関与する脂肪の割合（ｇ／ｋｃａｌ）
　　　　　　　・・・・・・・・（３）
　なお、上記（３）式における「運動時の酸素摂取量」としては、実測値を用いた。また
、上記（３）式における「酸素１Ｌあたりの熱量」および「酸素１Ｌあたりの熱量に関与
する脂肪の割合」は、呼吸商から求めた。
【０１４２】
　例えば、呼吸商（ＲＱ）が０．９６４２１５の場合には、Zuntz, Schmburg, Lusk の表
などに基づいて、糖質８７．２％および脂質１２．８％からなる基質が代謝されていると
考えることができる。そして、脂質１ｇあたりの燃焼熱量を例えば７ｋｃａｌとすれば、
「酸素１Ｌあたりの熱量」および「酸素１Ｌあたりの熱量に関与する脂肪の割合」を求め
ることが可能である。
【０１４３】
　運動強度は、下記（１）式に基づいて算出した。つまり、
　運動強度（％）＝酸素摂取量／（最大酸素摂取量－安静時酸素摂取量）×１００
　　　　　　　　　・・・・・・（１）
　このとき、酸素摂取量、最大酸素摂取量および安静時酸素摂取量の各々は、上述の装置
を用いて測定した。なお、更に具体的な測定方法は、当該測定装置に添付のプロトコール
にしたがった。
【０１４４】
　以上の測定結果を図６に示す。なお、図６に示すグラフは、１３名の被験者から得られ
たデータの平均値に基づいて記載されている。
【０１４５】
　図６に示すように、運動強度が３４．３±５．５％になった時点から、アセトン濃度が
直線的に上昇した。そして、運動強度が３９．６±６．０％の時点で、脂肪燃焼率が、最
大値０．３５±０．１３ｇ／ｍｉｎを示した。つまり、アセトン濃度が上昇し始めた時点
の運動強度から、約５％だけ運動強度が上昇した時点で、脂肪燃焼率が最大値を示した。
【０１４６】
　脂肪燃焼率が最大値に達した時点よりも更に運動強度を上昇させると、アセトン濃度は
上昇する一方で、脂肪燃焼率は低下することが明らかになった。
【０１４７】
　なお、呼気のアセトン濃度は、運動負荷が無く運動強度が極めて低い時（運動強度が約
７．５％）においても、約０．１８ｐｐｍの濃度が検出された。そして、この時の脂肪燃
焼率は、約０．０５ｇ／ｍｉｎであった。
【０１４８】
　脂肪燃焼率が最大値の１／２以上を示すのは、運動強度が約１５％～６５％のときであ
った。つまり、アセトン濃度が上昇し始めた時点の運動強度よりも２０％だけ低い運動強
度以上であり、かつ、アセトン濃度が上昇し始めた時点の運動強度よりも３０％だけ高い
運動強度以下である運動強度であれば、最大脂肪燃焼率の１／２以上の効率で脂肪を燃焼
し得ることが明らかになった。
【０１４９】
　〔２．運動強度、脂肪燃焼率およびアセトン濃度の相関－２〕
　１３名の被験者（運動選手）について、運動強度、脂肪燃焼率および呼気中のアセトン
濃度の相関関係を調べた。各種測定方法等は、上述した〔１．運動強度、脂肪燃焼率、お
よびアセトン濃度の相関－１〕と同じであるので、ここではその説明を省略し、結果のみ
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を説明する。
【０１５０】
　図７に示すように、運動強度が３２．５±５．０％になった時点から、アセトン濃度が
直線的に上昇した。そして、運動強度が５０．５±５．０％の時点で、脂肪燃焼率が、最
大値０．７４±０．１０ｇ／ｍｉｎを示した。つまり、アセトン濃度が上昇し始めた時点
の運動強度から、更に約１８％だけ運動強度が上昇した時点で、脂肪燃焼率が最大値を示
した。
【０１５１】
　脂肪燃焼率が最大値に達した時点よりも更に運動強度を上昇させると、アセトン濃度は
上昇する一方で、脂肪燃焼率は低下することが明らかになった。
【０１５２】
　なお、呼気のアセトン濃度は、運動負荷が無く運動強度が極めて低い時（運動強度が約
７．５％）においても、約０．５ｐｐｍの濃度が検出された。そして、この時の脂肪燃焼
率は、約０．１ｇ／ｍｉｎであった。
【０１５３】
　脂肪燃焼率が最大値の１／２以上を示すのは、運動強度が約２６．０％～７５％のとき
であった。つまり、アセトン濃度が上昇し始めた時点の運動強度よりも６．５％だけ低い
運動強度以上であり、かつ、アセトン濃度が上昇し始めた時点の運動強度よりも４０％だ
け高い運動強度以下である運動強度であれば、最大脂肪燃焼率の１／２以上の効率で脂肪
を燃焼し得ることが明らかになった。
【０１５４】
　〔３．長時間運動時の脂質燃焼率とアセトン濃度との相関関係〕
　１０名の被験者について、最大脂肪燃焼率となる運動強度を負荷しながら長時間の運動
を行わせた場合の、脂肪燃焼率と呼気のアセトン濃度との相関関係を検討した。以下に、
検討方法および検討結果について説明する。
【０１５５】
　まず、８～１２時間の絶食を行った後、各被験者に対して最大脂肪燃焼率となる運動強
度を負荷した状態にて、長時間の運動を行わせた。このとき、自転車エルゴメーター（コ
ンビ社製のエアロバイク７５ＸＬ３等）を用いて、被験者に対して最大脂肪燃焼率となる
運動強度を負荷した。
【０１５６】
　また、最大脂肪燃焼率となる運動強度は、最大酸素摂取量に基づいて算出した。更に詳
細には、一般人に関しては、呼気のアセトン濃度が上昇し始める時点の運動強度よりも５
％運動強度だけ高い運動強度を、最大脂肪燃焼率となる運動強度として規定し、運動選手
に関しては、呼気のアセトン濃度が上昇し始める時点の運動強度よりも３０％運動強度だ
け高い運動強度を、最大脂肪燃焼率となる運動強度として規定した。
【０１５７】
　運動前、運動中（準備運動中および運動中）１５分毎、および運動後に、被験者の呼気
を３～５分間、ダグラスバック内に採取した。採取した呼気のアセトン濃度を、アセトン
センサ（ＳＢ－３０、ＦＩＳ社製）によって測定した。なお、アセトン濃度の具体的な測
定方法は、当該アセトンセンサに添付のプロトコールにしたがった。
【０１５８】
　図８から明らかなように、最適な運動強度（最大脂肪燃焼率となる運動強度）が負荷さ
れた場合には、運動中のアセトン濃度と脂肪燃焼率との間には、正の相関関係が存在する
ことが明らかになった。
【０１５９】
　また、図９からも、最適な運動強度が負荷された場合には、アセトン濃度と脂肪燃焼率
との間には、正の相関が存在することが明らかになった。
【０１６０】
　運動を停止した後に脂肪燃焼率が低下したが、アセトン濃度は増加した。この点からも
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のが困難であることが明らかになった。
【０１６１】
　つまり、図８および図９から明らかなように、呼気のアセトン濃度は、適切な運動強度
下でのみ脂肪燃焼率と正の相関をとるので、ポイント測定によってアセトン濃度をモニタ
リングした場合には、実際の運動強度と呼気アセトン濃度との相関を見誤る可能性が高い
ことが明らかになった。
【０１６２】
　なお、本発明は、以上に説示した各構成に限定されるものではなく、特許請求の範囲に
示した範囲で種々の変更が可能であり、異なる実施形態や実施例にそれぞれ開示された技
術的手段を適宜組み合わせて得られる実施形態や実施例についても本発明の技術的範囲に
含まれる。
【産業上の利用可能性】
【０１６３】
　本発明は、脂質燃焼モニタリングシステム、有酸素運動器具（例えば、エルゴメーター
、トレッドミル、または、エアロバイクなど）などに利用することができる。
【符号の説明】
【０１６４】
　　１　運動強度規定装置
　　２　アセトン濃度検出部（アセトン濃度検出手段）
　　３　運動強度算出部（運動強度算出手段）
　　４　最適運動強度規定部（最適運動強度規定手段）
　　５　判定部（判定手段）
　１０　脂肪燃焼率算出システム
　１１　脂肪燃焼率算出部（脂肪燃焼率算出手段）
　１２　記録部（記録手段）
　１３　運動時間算出部（運動時間算出手段）
　２０　運動器具
　２１　最適運動強度負荷部（最適運動強度負荷手段）
　５１　マスク
　５２　中空糸フィルター
　５３　バルブ
　５４　呼気成分分離装置
　５５　ステンレス容器
　５６　温度制御装置
　５７　流量計
　５８　アセトン検出センサ
　５９　測定室
　６０　ポンプ
　６１　三方弁
　６２　表示装置
　７１　自転車エルゴメーター
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